
 

入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和６年１１月２６日 

経理責任者 

独立行政法人国立病院機構本部 

総務部長 坊野静成 

 

◎調達機関番号 ５９７ ◎所在地番号 １３ 

１ 調達内容 

（１）品目分類番号 ４ 

（２）購入等件名及び数量 

①  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城

県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県（１道１１県）（以下「東日本エ

リアＡ区分」という。）に所在する国立病院機構病院が使用する医療材

料 5品目 

②  埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、富山県、石川県、岐

阜県、静岡県、愛知県、三重県（１都１０県）（以下「東日本エリアＢ

区分」という。）に所在する国立病院機構病院が使用する医療材料 5品

目 

③  福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥

取県、島根県、岡山県、広島県、山口県（２府１０県）（以下「西日本

エリアＡ区分」という。）に所在する国立病院機構病院が使用する医療

材料 5品目 

④  徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本

県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県（１２県）（以下「西日本エリ

アＢ区分」という。）に所在する国立病院機構病院が使用する医療材料

5品目 

品目及び購入予定数量は、入札説明書による。 

 

（３）納入期間 

令和７年３月１日から令和９年２月２８日迄 

（４）納入場所 

共通仕様書別紙①のとおり 

（５）入札方法 



 

① １（２）で示す品目、エリア区分ごとにそれぞれ入札に付する。 

② 入札金額については、納入に要する一切の費用を織り込んだ上でエ

リア区分ごとにそれぞれの単価を記載すること。 

③ 入札単価については、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の本体価格（消費税法第28条第

１項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基

づき契約金額に110分の100を乗じて得た金額をいう。なお、税法の改正

により消費税等の税率が変更された場合には、当該改正税法施行日以

降における上記本体価格は変動後の消費税等の税率により計算した額

とする。）を記載すること。 

④ 落札者の決定については、②の単価に当該金額の消費税等額（消費税

法第28条第１項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83

の規定に基づき100分の10を乗じて得た金額をいう。なお、税法の改正

により消費税等の税率が変更された場合には、当該改正税法施行日以

降における上記消費税等額は変動後の税率により計算した額とする。）

に相当する額を加算した金額に当機構が提示する品目ごとの予定数量

を乗じて算出した額の医薬品群ごとの総価（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって評

価するので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の本体価格を記載すること。 

（６）その他 

独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下「契約細則」とい

う。)第 22 条の規定に基づき単価契約とする。 

 

２ 競争参加資格 

（１） 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の製造」又

は「物品の販売」の A、B又は Cの等級に格付けされていること。 

（２） 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下「契約細則」という。）

第 5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被

補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。 

（３） 契約細則第 6条の規定に該当しない者であること。 

（４） 契約細則第 4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者で

あること。 

（５） 安定供給、品質確保の目的から応札の品目において、次のいずれかに該

当する者であること。 



 

①  製造者（他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製

造をする場合を除く。）であり、共通仕様書４（５）に記載する流通備

蓄、共通仕様書４（６）に記載する有事の際の優先的確保、共通仕様書

４（７）に記載する他区分への融通供給、共通仕様書 4（８）に記載す

る品質に係る自己検査結果の提出が可能である者。 

②  製造者以外であって、共通仕様書４（５）、４（６）、４（７）、4（８）

について、製造者が担う旨を入札者と製造者の間で書面締結をしてい

る者。 

（６） 入札する際に選択した共通仕様書別紙②の商品に係る予定数量におい

て、１者では困難であり、複数の者でアライアンスを形成して入札に参加す

る場合は、以下を満たすこと。※ 

① 入札エリア、区分、調達品目ごとに代表入札者に必要な権限を委任する

こと。ただし、同一の品目において、複数の代表入札者とアライアンス

を結ぶ事による重複参加は認めない。 

② 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の製造」又

は「物品の販売」の A、B又は C の等級に格付けされ、競争参加資格を

有する者であること。 

③ 代表入札者は、同一の品目において、委任者と競合関係にないこと。 

※ アライアンス 

・ １者では同一区分内における全ての納入場所への物品の確保・供給が困

難であり、複数の者で納入場所を分担して物品の確保・供給することを

業務提携し、提携した者が一体として入札に参加すること。（入札は代

表入札者が行う） 

・ 落札した場合は、国立病院機構と全ての提携者と売買契約を締結する。 

・ なお、同一区分内における全ての納入場所への物品の確保・供給が可能

であるが、受注、配送、請求に係る業務等の一部を第三者に委託して契

約を履行する場合は、アライアンスでない。 

 

３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問

い合わせ先 

〒152-8621 

東京都目黒区東が丘２丁目５番２１号 

独立行政法人国立病院機構本部 

企画経営部 調達課 調達係 院内誠春 

電話 03-5712-5065 



 

（２）入札説明会の日時及び場所等 

   令和６年１２月６日 14時 00分 

   独立行政法人国立病院機構本部（１Ｆ）講堂 

（３）入札書の受領期限 

官報掲載日から令和７年１月１４日 13時 00分迄 

（４）開札の日時及び場所 

令和７年１月２０日 14時 00分 

独立行政法人国立病院機構本部（１Ｆ）講堂 

 

４ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 

免除 

（３）入札者に要求される事項 

この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に２（１）と（５）

の証明となるものを添付して入札書の受領期間内までに提出しなければ

ならない。 

なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記

証明となるものについて説明を求められた場合はそれに応じなければな

らない。 

（４）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求

められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（５）契約書作成の要否 

   要 

（６）落札者の決定方法 

契約細則第 21条の規定に基づいて作成された予定価格（総価）の制限

の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とす

る。 

（７）詳細は入札説明書による。 

 

５ Summary 

（１）Official in charge of disbursement of the procuring entity: 

Shizunari Bouno, Director, General Affairs Department, National 

Hospital Organization Headquarters 



 

（２）Classification of the products to be  procured:4 

（３）Nature and quantity of the products to be purchased: medical 

materials, eastern japan A area 5 items, eastern japan B area 5 

items, western japan A area 5 items and western japan B area 5 

items. 

（４）Delivery period: 

        From March 1, 2025 to February 28, 2027 

（５）Delivery place: Based on common specifications. 

（６）Qualification for participating in the tendering procedures: 

Suppliers eligible for participating in the proposed tender are 

those who shall: 

① have Grade A, B or C in “Manufacture of products”or “Sales 

of products”for participating in tenders by Ministry of Health, 

Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and 

agency); 

      ② not come under Article 5 of the Regulation concerning Contract 

for National Hospital Organization (NHO). Furthermore, minors, 

Person under Conservatorship or Person under Assistance that 

obtained the consent necessary for concluding a contract may be 

applicable under cases of special reasons within the said clau-

se; 

      ③ not come under Article 6 of the Regulation concerning Contract 

for NHO; 

      ④ meet the qualification requirements which the Obligating Offic-

er may specify in accordance with Article 4 of the Regulation; 

      ⑤ For the purpose of ensuring stable supply and quality, the 

person must fall under any of the following for the item being 

bid on. 

Ⅰ  Manufacturer (including cases where manufacturing is 

outsourced to others, but excluding cases where manufacturing 

is outsourced to others), and the distribution stockpiling 

described in Common Specifications 4 (5), Common Specifications 

4 Priority provision in the event of an emergency as described 

in (6), flexible supply to other categories as described in 

Common Specifications 4 (7), and submission of self-inspection 

results related to quality as described in Common Specifications 



 

4 (8). Those who are able. 

Ⅱ If the bidder is not the manufacturer, there is a written 

agreement between the bidder and the manufacturer stating that 

the manufacturer is responsible for common specifications 4(5), 

4(6), 4(7), and 4(8). person who is; 

      ⑦ If participating in a bid through an alliance, the following 

must be met; 

⑧ Delegate the necessary authority to the representative bidder 

for each bidding area, category, and procurement item. However, 

duplicate participation by forming business alliances with 

multiple representative bidders is not permitted； 

⑨  Includes companies that are rated Grade A, B or C in 

“Manufacture of products”or “Sales of products”for 

participating in tenders by Ministry of Health, Labour and Welfare 

(Single qualification for every ministry and agency) in the 

corresponding area; 

⑩The representative bidder must not be in competition with the 

delegate in the same item； 

（７）Time-limit for tender: 

         1:00 P.M. January 14, 2025 

（８）Contact point for the notice: Masaharu Innai, Supply Division,N-

ational Hospital Organization Headquarters, 2-5-21 Higashigaok-

a Meguroku Tokyo 152-8621, Japan. TEL 03-5712-5065 


